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証券コード 3965
平成30年12月７日

株 主 各 位
大阪府大阪市北区堂島二丁目４番27号

　

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
　

代表取締役社長 北 山 雅 一

　

第30回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第30回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう

ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた
だき、平成30年12月21日（金曜日）午後６時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し
上げます。

敬 具

記
　

1. 日 時 平成30年12月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

2. 場 所 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番25号

ホテル エルセラーン大阪 ５階 エルセラーンホール

3. 目的事項

報告事項 第30期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件

第３号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件

第４号議案 ストックオプション（新株予約権）を発行する件

以 上
　

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(https://www2.cap-net.co.jp/)に掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

　

1．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国の経済は、米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦等によ

り、不安定な海外情勢が続いているものの、企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩や
かな回復基調が継続しております。当社が属する情報サービス産業におきましては、金融機
関を中心としたフィンテックやＡＩ(Artificial Intelligence)へのニーズは活発化し、堅
調なＩＴ投資が継続しております。一方で投資やサービスの効果に対する顧客要求の高ま
り、保守・運用コスト削減ニーズに加えて、開発技術者不足が続いていることなど、価格競
争の激化及び製造原価の上昇への対応が課題となっております。

このような環境のなか、当社においては、生命保険会社向けの①ライフプランシステム、
②エステートプランシステム、③設計書システム、④申込書システム、⑤生命保険契約ペー
パーレスシステム等の販売強化に加えて、生保販売業務の省略化、効率化を実現するフロン
トエンドシステム及びＲＰＡ(Robotic Process Automation)の開発、販売を進めました。ま
た事業承継税制の施行を背景に、統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム
等のプラットフォームの構築・販売及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサ
ルティング契約の獲得も継続いたしました。さらに、ＡＩの一つである遺伝的アルゴリズム
という手法を用いて、相続財産に対し、特定の資産を特定の相続人へと分割しながら、承継
した金融資産で相続税を納税し、各相続人へ目標とする分割割合に近似する財産分割案を瞬
時に作成するシステムや、従来のバンキングアプリケーション、アカウントアグリゲーショ
ン及びライフプランニングの各機能を統合した資産形成アドバイスシステムを提供いたしま
した。これらにより営業利益は、当初の業績予想を上回ることができました。

一方で、業容拡大に伴う開発生産体制の一層の強化のために、平成30年９月18日付で実施
いたしました公募増資、並びに東京証券取引所第二部市場変更の関連費用が発生いたしまし
た。また中途・新卒者の採用を積極的に行い、新技術の習得やフィンテック関連の研究開
発、東京及び大阪事業所の拡張をはじめとする開発生産体制強化のための設備投資を行いま
した。そのため新たに発生した資産除去債務に伴う繰延税金負債を認識することとなり、税
効果考慮後の法人税等調整額が増加いたしました。
その結果、当事業年度の業績は、売上高6,548,010千円（前期比8.9%増）、営業利益

501,493千円（前期比47.4%増）、経常利益484,286千円（前期比48.1%増）、当期純利益
281,370千円（前期比28.9%増）となりました。
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　(2) 設備投資の状況

当期に実施した設備投資の総額は477,913千円であり、主なものは、大阪本社及び東京事

務所の移転、拡張にかかるものであります。

(3) 資金調達の状況

当社は平成30年９月18日付で東京証券取引所市場第二部へ市場変更し、公募増資により

1,139,050千円の資金調達を行いました。
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(4) 対処すべき課題
① 市場のニーズに応えるシステムの開発及び提供

当社は主に生命保険会社をはじめとする金融機関にシステムを開発・提供しておりま
す。金融機関は、取扱う金融商品の増加及び消費者ニーズの多様化に対応するため、金融
商品の販売に関する業務プロセスを効率的に運営する必要に迫られているほか、金融商品
取引法及び保険業法等、関連する法令諸規則を遵守しなければなりません。金融機関は効
率性と遵法性を両立させた業務プロセスを構築して運用することが求められており、ここ
に当社が開発・提供するシステムを導入する必要性があるものと認識しております。
このような環境の中、昨今のフィンテック・インシュテックの展開に伴うＡＩやＲＰＡ

の活用ニーズの高まりもあり、金融機関のＩＴシステム投資は堅調に推移してきておりま
す。一方で当社を含むシステム会社各社が、前述の金融機関が抱える課題を解決するため
のシステムを市場に供給しているため、競争が激化しております。当社はこのような事業
環境の中、市場のニーズに応える革新性あるシステムを継続的に開発・提供することが課
題であると認識しております。また、平成29年５月26日に成立した改正銀行法による銀行
証券ＡＰＩ（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の公開により、銀
行機能を組込んだ様々なサービス提供が可能となっております。さらに金融庁が公表した
「高齢社会における金融サービスのあり方について」は、長寿化の進展、ライフスタイル
の多様化に対応したデジタル化に基づく顧客起点の金融サービスの提供を求めており、こ
れに対応した各金融機関のソリューションの再構築が見込まれております。
この課題に対処するため、当社では金融機関の業務プロセスに必要なシステムの新規開

発を志向する金融機関との取引関係の維持・強化、最新のシステム技術動向についての情
報収集及び金融機関の販売業務に関する法令諸規則についての情報収集等を通じて、市場
をリードする新規システムを開発・提供してまいります。
　当事業年度におきましては、従来のバンキングアプリケーションに自動家計簿、アカウ
ントアグリゲーション及びライフプランニングの各機能を統合したスマートフォンによる
資産形成アドバイスシステムを提供いたしました。
　

② 既存販売先との取引関係の維持及び新規販売先の開拓
当社は特定の保険会社への販売比率が高い状況にあります。金融機関以外に生保販売代

理店、会計事務所、ファイナンシャルプランナー等にもシステムを販売しておりますが、
その数は限定的です。
このため、当社は、特定の販売先の取引金額の多寡が当社業績を大きく変動させるな

ど、特定の販売先への売上依存が当社の収益基盤を不安定なものとする要因となっている
ことが課題であると認識しております。
当社では、この課題に対処し、収益を安定的に確保するため、既存販売先との取引関係

を維持・強化し、販売先のシステム投資予算に占める当社受注比率を高める一方、既に開
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発したシステムの新規販売先（保険会社、銀行、証券会社等）への提供及び金融サービス
プラットフォームを運営する企業や新しいサービスを提供しているフィンテック企業との
業務提携の推進等によって、生命保険会社以外への売上を増加させる戦略が重要と考えて
おります。

③ 受託開発収入以外の収益形態の拡大

当社の売上高は、受託開発収入、使用許諾収入、保守運用収入及びコンサルティング収

入で構成されておりますが、受託開発収入の比率が高い状況にあります。

受託開発収入は、案件の獲得、失注及び納期のずれ込み等により、収益が大きく変動す

る可能性があり、これを課題と認識しております。

当社では、この課題に対処するため、受託開発収入以外の収益形態による売上高を増や

す方針としております。具体的には、受託開発収入、システム使用者数及びシステムに登

録された資産に連動した使用許諾収入を得る収入形態の採用、付加価値の高いサービスの

開発並びにコンサルティング収入を得るための営業活動の推進等により、顧客から得る収

益形態を多様化させる方針としております。

　引続き相続・財産分割ニーズに対応したファンドラップ提案システムにおける、銀行・

証券会社向けに使用販売員数等を基準とした従量課金の強化に努めます。

④ 利益の確保及び利益率の向上

当社が開発・提供するシステムは「フロントエンドシステム」であり、システムの利用

者（金融機関の営業担当者や金融商品の購入を検討する顧客等）が直接システムを操作す

ることに特徴があります。販売先ごとに異なるシステムを開発・提供する必要があること

に加え、システム利用者の操作のし易さについても配慮しなければならないことから、開

発過程において、一般的な基幹系システムよりも比較的多くの作業工数を費やす必要があ

ります。厳格な工数管理を実施することが、利益を確保し利益率を向上させるための課題

であると認識しております。

当社では、この課題に対処するため、社内にプロジェクトの進捗状況を管理する会議体

を設けており、この会議体の運用を徹底することで、プロジェクト損失を回避してまいり

ます。また、開発・提供にあたって多くの作業工数を必要としない既存のシステムをパッ

ケージ化して新規取引先に販売すること、ＡＰＩにより他社アプリとシームレスに連携す

ること等により、利益の確保及び利益率の向上を実現させる方針としております。
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⑤ 優秀な人材の確保

昨今、当社が属する情報サービス産業では、人材の獲得競争が激化しており、優秀な人

材の確保が比較的困難な状況となっております。また、当社は金融商品の販売に係る諸問

題を解決するためのシステムを提供しているため、当社従業員はシステムだけではなく保

険数理、金融知識、社会保障、税務等に習熟していることが求められます。

こうした中、当社が事業を継続的に遂行し、より付加価値の高いサービスを提供するた

め、新規採用及び中途採用を拡充したほか、ＣＡＰユニバーシティという社内教育体系を

確立し、総合的人材教育（例えば、社内ｅラーニングシステム、社内講習及び外部教育機

関を活用し、業務知識、開発技術の教育）をさらに強化してまいります。

⑥ 海外展開

昨今、日本を除く東アジア地域において、日本に比べ若い世代の資産家が増加してお

り、特に国家による社会保障制度の整備が遅れている地域の企業家及び富裕層にとって、

個人の資産管理は重要な課題となっております。またスマートフォンによる資金決済、資

金運用は日本以上に進展しつつあり、アセットアロケーションシステムの中国本土の複数

の銀行へのライセンス課金を実行中であります。当社はこれを商機と捉え、当社が日本国

内において開発したシステムを海外で提供することを目的に、世界各地で開催されるカン

ファレンスへの出展や講演を継続的に実施しております。

将来の収益源となるよう、今後も継続的に取り組んでまいります。

宝印刷株式会社 2018年11月22日 17時56分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 7 ―

(5) 財産及び損益の状況の推移
　

期 別

区 分

第27期 第28期 第29期 第30期（当期)

平成27年９月期 平成28年９月期 平成29年９月期 平成30年９月期

売 上 高 (千円) 3,240,619 4,242,229 6,011,523 6,548,010

営 業 利 益 (千円) 174,561 248,301 340,172 501,493

経 常 利 益 (千円) 168,287 249,992 327,016 484,286

当 期 純 利 益 (千円) 95,593 150,581 218,363 281,370

純 資 産 (千円) 737,213 862,291 1,462,167 2,815,328

総 資 産 (千円) 2,287,183 2,495,699 3,591,420 5,647,410

１株当たり当期純利益 46円97銭 73円99銭 86円44銭 106円37銭

(注) １．１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しており

ます。

２．当社は、平成28年５月27日付で普通株式１株につき400株及び平成29年４月１日付で普通株式１

株につき２株の株式分割を行っております。第27期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

１株当たり当期純利益を算定しております。

　

(6) 主要な事業内容

① システム・インテグレーション業務

生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープン・システム（様々なメーカーのソフト

ウエア・ハードウエアを組み合わせて構築されたシステム）を前提とし、ハードウエア、

ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプト・メイク

から実装までを行っております。

1) 生命保険会社向けシステム･･･保険設計書・申込書発行システム、生保設計・申込か

ら契約成立までのプロセスを効率化する生保販売プロセスのＲＰＡシステム、顧客管理

（ＣＲＭ）システムの構築（Ｗｅｂ版、ＰＣ版、スマートフォン版）、ライフプランニン

グ、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築（Ｗｅｂ版、

ＰＣ版、スマートフォン版）

2) 銀行・証券会社向けシステム･･･投資信託・生命保険・個人年金保険窓口販売支援シ

ステム、窓口販売用ポートフォリオ設計システム、個別銘柄選択システム（Ｗｅｂ版、

ＰＣ版、スマートフォン版）、確定拠出年金契約者向け情報提供システム、将来資金運
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用予想システムの開発（Ｗｅｂ版、スマートフォン版）

② 統合資産管理システムＷＭＷ (Wealth Management Workstation)の提供

資産家、企業経営者が保有する預貯金、有価証券、不動産、自社株等の全資産を時価評

価し、相続税未払金を試算し、顧客の金融資産、生命保険、税務に係わる課題を見える化

するシステムであるＷＭＷをクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ラ

イセンス数及び管理口座数等に基づく使用料課金を行っております。

③ 統合資産管理システムＷＭＷを活用した資産家向けエステートプランニングの提供

資産家の依頼に基づき、ＷＭＷを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を

行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しております。

④ セールスオートメーションシステムであるエステートプランナーの提供

金融機関の販売員へ相続・財産承継の知識をタブレットPC上で教育するとともに、①

YES・NOの質問だけで顧客プロファイリングを行い、②相続ニーズを分析し、③生命保険、

遺言、信託等の提案、さらには④相続税・最適贈与額を試算するセールスオートメーショ

ンシステムであるエステートプランナーを提供しております。

⑤ 投資教育、プライベートバンキング、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他

ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベー

トバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を行っております。また、投資

教育コンテンツを開発し販売員のためのユースウエアを提供しております。
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(7) 主要な事業所（平成30年９月30日現在）
　

事 業 所 名 所 在 地

本 社 大 阪 府 大 阪 市 北 区

東 京 事 務 所 東 京 都 港 区

福 岡 開 発 セ ン タ ー 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区

(注) 平成29年12月４日をもって、東京事務所は東京都港区へ移転いたしました。

(8) 従業員の状況（平成30年９月30日現在）
　

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

273名 47名増 36.2歳 4.8年

(注) １．従業員には臨時雇用及び嘱託は含まれておりません。

２．平均年齢、平均勤続年数はそれぞれ小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。

３．従業員数が前事業年度末に比べ47名増加しております。主な理由は、事業の拡大に伴い、期中及

び新卒者の採用が増加したことによるものであります。

(9) 主要な借入先（平成30年９月30日現在）
（単位：千円）

　

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 530,568

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 430,550

株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 300,071

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 283,366

　
(10) その他会社の現況に関する重要な事項

・当社は、平成30年９月18日付で、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）から同取引
所市場第二部へ市場変更いたしました。これに伴い行った増資により、資本金は
935,245千円となりました。

・当社は、平成30年３月20日開催の取締役会における決議に基づき、技術力・開発力の
経営資源の融合及び事業領域の拡大を図るため、株式会社インフォームと資本・業務
提携を行い、平成30年４月10日に同社の発行済株式総数の19.9％を取得いたしました。
また、平成30年11月９日開催の取締役会における決議に基づき、平成30年12月下旬に
同社の残りの全株式を取得して子会社化する予定です。
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2．会社の株式に関する事項（平成30年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 4,000,000株

(2) 発行済株式の総数 2,854,248株（うち自己株式 740株）

(3) 株主数 1,860名（前期末比 341名増）

(4) 大株主
　

株 主 名 持株数（株) 持株比率（％)

合 同 会 社 フ ィ ン テ ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 440,300 15.43

特定有価証券信託受託者株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 340,800 11.94

北 山 雅 一 249,600 8.75

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 224,900 7.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 168,600 5.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 105,200 3.69

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口） 94,200 3.30

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 75,600 2.65

洪 竣 45,900 1.61

里 見 努 45,900 1.61

馬 野 功 二 45,900 1.61

(注) 持株比率は自己株式（740株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

・当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数が12,800株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ2,400千円増加しております。

・平成30年９月14日を払込期日とする公募による新株式の発行により、発行済株式の総

数が220,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ569,525千円増加しております。
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3．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 職務執行の対価として発行した新株予約権の状況

新 株 予 約 権 の 名 称 第２回新株予約権

発 行 決 議 日 平成30年５月14日

新 株 予 約 権 の 総 数 360個

目 的 と な る 株 式 の 種 類 及 び 数 普通株式 36,000株

発 行 価 額 無償

権 利 行 使 価 額 １株につき5,420円

権 利 行 使 期 間 平成32年５月15日～平成40年５月14日

対 象 者 取締役、従業員

新 株 予 約 権 行 使 の 条 件 （注）

(注) １．新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、

当社又は当社子会社の取締役、監査役および従業員のいずれかの地位にあることを要するものと

する。

２．新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

３．その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当

社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(2) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　

区 分 発 行 回 次 新 株 予 約 権 の 数
目 的 と な る 株 式
の 種 類 及 び 数

保 有 者 数

取締役 第２回新株予約権 100個
普通株式
10,000株

５名

(注) 取締役には、社外取締役は含みません。

(3) 当事業年度中に従業員に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況
　

区 分 発 行 回 次 新 株 予 約 権 の 数
目 的 と な る 株 式
の 種 類 及 び 数

交 付 者 数

従業員 第２回新株予約権 260個
普通株式
26,000株

95名
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4．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成30年９月30日現在）
　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 北 山 雅 一 コンサルティング部担当

専 務 取 締 役 洪 竣 システムソリューション事業本部担当

常 務 取 締 役 里 見 努 システムソリューション事業本部担当

取 締 役 馬 野 功 二 総務人事部担当兼システム管理部部長

取 締 役 青 木 浩 一 財務経理部部長

取 締 役 名 越 秀 夫
インテックス法律特許事務所
ソフトブレーン株式会社社外監査役
アミタホールディングス株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 森 本 千 晶

監 査 役 鵜 川 正 樹

鵜川公認会計士事務所所長
監査法人ナカチ社員
株式会社アドウェイズ社外監査役
武蔵野大学経済学部教授

監 査 役 川 上 章 夫
公認会計士川上章夫事務所代表
パルコンサルタンツ株式会社代表取締役
株式会社ラ・クゥ代表取締役社長

　

(注) １．取締役名越秀夫氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち森本千晶及び川上章夫の両氏は、社外監査役であります。

３．監査役のうち鵜川正樹及び川上章夫の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

４．監査役森本千晶氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

５．当社は、取締役名越秀夫、監査役森本千晶、監査役川上章夫の各氏を、東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６．平成29年12月19日開催の第29回定時株主総会において、森本千晶氏が監査役に選任され、就任い

たしました。

７．監査役喜多勉氏は、平成29年12月19日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしま

した。

８．取締役名越秀夫氏が兼職している他の法人等と当社との間には、特別な関係はありません。

９．監査役川上章夫氏が兼職している他の法人等と当社との間には、特別な関係はありません。
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10．当事業年度中に以下の取締役の地位の異動がありました。

氏 名 新 旧 異動年月日

洪 竣 専 務 取 締 役 常 務 取 締 役 平成29年12月20日

里 見 努 常 務 取 締 役 取 締 役 平成29年12月20日

　

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額
　

区 分 支給人員（人) 支給額（千円)

取 締 役 ６ 203,387

監 査 役 ４ 25,443

合 計 10 228,830
　

(注) １．平成28年12月21日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額500,000千

円以内（うち社外取締役分は40,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない）、監査役の報酬

限度額は年額50,000千円以内と決議いただいております。

２．上記報酬等の額には、当事業年度の役員退職慰労金の引当額14,083千円（取締役13,000千円、監

査役1,083千円）及び株式報酬費用4,855千円（取締役4,855千円）が含まれております。

３．上記の監査役の支給人員には、平成29年12月19日開催の第29回定時株主総会の終結の時をもって

辞任した監査役１名を含んでおります。

４．上記報酬等の額のほか、平成29年12月19日開催の第29回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰

労金を退任監査役１名に対して、2,250千円（うち社外監査役１名2,250千円）支給しております。

　

(3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)、監査役との間において、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる旨を定款に定めております。この定めに基づき、取締役 名越秀夫、監査役
森本千晶、監査役 鵜川正樹、監査役 川上章夫と責任限定契約を結んでおります。
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(4) 社外役員の主な活動状況
　

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 名 越 秀 夫

当事業年度開催の取締役会には、18回中17回に
出席し、議案審議等につき必要な発言を適宜行
っております。
また、業務執行報告書により、意思決定が歪む
ような事象が発生していないかの確認を行って
おります。

常 勤 監 査 役 森 本 千 晶

当社の常勤監査役として、常時、監査業務に従
事しております。就任後開催の取締役会15回中
14回に出席し、疑問点等を明らかにするため適
宜質問し、意見を述べております。また、就任
後開催の監査役会11回中11回に出席のうえ、主
催して非常勤の監査役と連携をとっておりま
す。

監 査 役 川 上 章 夫
取締役会18回中18回、監査役会14回中14回に出
席し、議案審議等に必要な発言を適宜行ってお
ります。

(5) 社外役員の報酬等の総額

社外役員４名に対する当事業年度に係る報酬等の総額は、27,183千円であります。

報酬等の額には、当事業年度の役員退職慰労金の引当額1,083千円が含まれております。
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5．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

仰星監査法人
　
(2) 報酬等の額

　

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,500千円
（注） １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を

区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。
　

２．会計監査人の報酬額について、監査役会は取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴
取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確
認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、同意しております。

　
(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人仰星監査法人に対し、コンフォートレター作成業務についての対価を

支払っております。
　
(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定

した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ

の理由を報告いたします。
　
(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人仰星監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、若しくは受け

るべき財産上の利益の額の事業年度（責任の原因となる事実が生じた日を含む事業年度及び

その前の各事業年度に限る。）ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額でありま

す。
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6．業務の適正を確保するための体制及び運用状況

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、

役職員のコンプライアンス意識の浸透や向上のために必要と判断される事項を実行し、全

社的コンプライアンス体制の充実を図る。

② 内部通報制度を整備し、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握

し解決するよう取り組む。

③ 内部監査室の内部監査を通じて、コンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結

果を代表取締役及び監査役に報告する。

④ 監査役は、監査役監査規程等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執行状況の調査

等を通じて、取締役の職務の執行を監査する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令、文書管理規程、情報

セキュリティマネジメントシステム基本マニュアルに基づき、文書又は電磁的媒体により

記録の上、適切に管理、保存する。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 職務執行に係るリスクについては、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスクを評価

し、対応策を検討する。特に重要な案件や担当部門の権限を超えるものについては、取締

役会又は経営会議で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを

実施する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は、職務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基

づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行を円滑なもの

とする。

② 業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ臨

時取締役会を開催する。

③ 取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講じる。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　 現在、当社に子会社等は存在しないが、将来において子会社等を設立、取得する場合に

は、企業集団全体で内部統制の徹底を図るべく所要の体制を整備する。
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該補助使用人に

関する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助使用人に対

する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協

議の上、当該補助使用人を指名することができる。

② 指名された補助使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、監査役以外からの指

揮命令は受けないものとする。

③ 指名された補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役との事前

協議を経て決定する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　 監査役は取締役会及び経営会議その他の重要会議に出席し、又、必要に応じて取締役、

使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。

(8) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

① 監査役は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わな

い。

② 監査役に報告をした者が、当該報告を理由として人事上その他一切の点で、当社から不

利な取扱いを受けない。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担

した債務の弁済を請求したときは、その費用が監査役の職務の執行について生じたもので

ないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 代表取締役は、監査役と必要に応じて意見交換を行う。

② 監査役は、会計監査人から会計監査についての説明を受け、定期的に情報交換を行う。

③ 監査役と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。

④ 監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
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＜当社の運用状況＞

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ＣＡＰ行動憲章を定め、毎月コンプライアンス委員会を開催し、全役職員に対しては、コ

ンプライアンスセルフチェックを年２回及びコンプライアンス教育を年１回実施しておりま

す。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令、文書管理規程、情報セキュリティマネジメントシステム基本マニュアル等に基づ

き、適切に管理、保存しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

情報セキュリティ委員会を毎月開催し、情報セキュリティマネジメントシステム基本マニ

ュアルに準じた業務運営を実施しております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

職務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき使用人に権

限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行の組織的かつ効率的な運営を図

っております。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

現在、当社に子会社等は存在いたしません。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該補助使用人に

関する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助使用人に対

する指示の実効性の確保に関する事項

現状では、補助使用人を置いておりませんが、監査役からの要請があれば、直ちに置くこ

とにしております。
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(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役報告規程を制定しており規程に準じた運用が実施されております。

(8) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

監査役報告規程に定めております。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役からの請求の都度適切に処理しております。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

毎月代表取締役と監査役との意見交換会を実施しており、十分な意思疎通と信頼関係を深

めております。

　

　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　（注）本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
　

（平成30年９月30日現在）
(単位：千円)

　

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

Ⅰ 流 動 資 産 4,635,950 Ⅰ 流 動 負 債 1,942,025

１ 現 金 及 び 預 金 2,853,651 １ 買 掛 金 228,369

２ 売 掛 金 1,471,772 ２ 短 期 借 入 金 600,000

３ 仕 掛 品 230,471 ３ １年内返済予定の長期借入金 655,451

４ 前 払 金 49,823 ４ リ ー ス 債 務 5,606

５ 前 払 費 用 649 ５ 未 払 金 122,575

６ 繰 延 税 金 資 産 26,327 ６ 未 払 法 人 税 等 134,947

７ そ の 他 3,696 ７ 未 払 消 費 税 等 91,752

貸 倒 引 当 金 △441 ８ 前 受 金 70,878

Ⅱ 固 定 資 産 1,011,459 ９ 預 り 金 15,427

１ 有 形 固 定 資 産 450,302 10 受 注 損 失 引 当 金 17,017

(1) 建 物 369,235 Ⅱ 固 定 負 債 890,056

(2) 工 具、 器 具 及 び 備 品 70,594 １ 長 期 借 入 金 664,133

(3) リ ー ス 資 産 10,472 ２ リ ー ス 債 務 5,685

２ 無 形 固 定 資 産 148,026 ３ 繰 延 税 金 負 債 28,817

(1) ソ フ ト ウ エ ア 101,065 ４ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37,500

(2) ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 46,030 ５ 資 産 除 去 債 務 152,725

(3) そ の 他 930 ６ そ の 他 1,194

３ 投 資 そ の 他 の 資 産 413,130 負 債 合 計 2,832,081

(1) 投 資 有 価 証 券 30,348 (純 資 産 の 部)

(2) 出 資 金 101 Ⅰ 株 主 資 本 2,797,764

(3) 従業員に対する長期貸付金 2,148 １ 資 本 金 935,245

(4) 差 入 保 証 金 269,949 ２ 資 本 剰 余 金 816,311

(5) 保 険 積 立 金 110,584 (1) 資 本 準 備 金 816,311

３ 利 益 剰 余 金 1,046,810

(1) 利 益 準 備 金 4,003

(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 1,042,807

繰 越 利 益 剰 余 金 1,042,807

４ 自 己 株 式 △604

Ⅱ 評 価 ･ 換 算 差 額 等 134

１ その他有価証券評価差額金 134

Ⅲ 新 株 予 約 権 17,430

純 資 産 合 計 2,815,328

資 産 合 計 5,647,410 負債・純資産合計 5,647,410
　

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
　

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)
　

科 目 金 額

売 上 高 6,548,010

売 上 原 価 5,044,273

売 上 総 利 益 1,503,736

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,002,242

営 業 利 益 501,493

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 88

受 注 損 失 引 当 金 戻 入 額 5,616

そ の 他 10,040 15,745

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,015

株 式 交 付 費 10,954

そ の 他 2,982 32,953

経 常 利 益 484,286

税 引 前 当 期 純 利 益 484,286

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 169,780

法 人 税 等 調 整 額 33,135 202,915

当 期 純 利 益 281,370
　

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
　

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)
　

株主資本

資 本 金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計
資本準備金

繰越利益
剰 余 金

平成29年10月１日残高 363,320 244,386 4,003 850,684 854,687 △313 1,462,081

当期変動額

新株の発行 571,925 571,925 1,143,850

剰余金の配当 △89,246 △89,246 △89,246

当期純利益 281,370 281,370 281,370

自己株式の取得 △290 △290

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 571,925 571,925 ― 192,123 192,123 △290 1,335,683

平成30年９月30日残高 935,245 816,311 4,003 1,042,807 1,046,810 △604 2,797,764

　
評価・換算
差 額 等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

平成29年10月１日残高 85 ― 1,462,167

当期変動額

新株の発行 1,143,850

剰余金の配当 △89,246

当期純利益 281,370

自己株式の取得 △290

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

48 17,430 17,478

当期変動額合計 48 17,430 1,353,161

平成30年９月30日残高 134 17,430 2,815,328
　

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
　

１．重要な会計方針

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの………移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品……………………個別法による原価法

貯蔵品……………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）

　

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日

以降に取得した建物附属設備については、定額法。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法。但し、特定顧客との契約に基づくサービス提供目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づ

く償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等償却額を比較し、いずれか大きい額を計上。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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② 品質保証引当金

製品納入後に発生する品質保証費用の支出に充てるため、過去の実績を基礎にして当事業年度に対応す

る発生予想額を計上しております。

③ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、進行中の業務のうち、当事業年度末時点で将来の損失が確実

に見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、将来の損失見込額を計

上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上して

おります。

(5) 収益及び費用の計上基準

ソフトウエアの開発契約に係る収益の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（進捗率

の見積は、原価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用しております。

　

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 183,382千円

(2) 当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約は次のとおりです。

当座貸越極度額の総額 1,250,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 650,000千円

宝印刷株式会社 2018年11月22日 17時56分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 25 ―

３．株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当事業年度末
(株)

発行済株式
普通株式

2,621,448 232,800 ― 2,854,248

自己株式
普通株式

671 69 ― 740

(注) １．普通株式の発行済株式総数の増加232,800株は、新株予約権の行使による増加12,800株、公募増資に
よる増加220,000株であります。

２. 普通株式の自己株式数の増加69株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
　

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年12月19日
定時株主総会

普通株式 60,277 23 平成29年９月30日 平成29年12月20日

平成30年５月14日
取締役会

普通株式 28,969 11 平成30年３月31日 平成30年６月12日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成30年12月25日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提

案しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成30年12月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 54,216 19 平成30年９月30日 平成30年12月26日
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４．税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

①流動資産

未払事業税 10,958

受注損失引当金 5,204

未払賞与 7,645

その他 3,360

　 小計 27,167

評価性引当額 △840

計 26,327

②固定資産

減価償却超過額 11,269

役員退職慰労引当金 11,467

資産除去債務 46,703

その他 611

小計 70,052

評価性引当額 △58,782

計 11,269

繰延税金負債(固定)との相殺 △11,269

繰延税金資産(固定)の純額 ―

繰延税金負債

①固定負債

建物 △40,028

その他 △59

小計 △40,087

繰延税金資産(固定)との相殺 11,269

繰延税金負債(固定)の純額 △28,817
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.8％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7％

住民税均等割等 1.4％

繰延税金資産に対する評価性引当額の増減 8.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.9％

　

５．金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、必要な資金は主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で

運用する方針であります。

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場

価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、ほとんど１ヶ月以内の支払期日であります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（注）２をご参照ください。

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

①現金及び預金 2,853,651 2,853,651 ―

②売掛金 1,471,772 1,471,772 ―

③投資有価証券 473 473 ―

資産計 4,325,896 4,325,896 ―

①買掛金 228,369 228,369 ―

②短期借入金 600,000 600,000 ―

③未払金 122,575 122,575 ―

④未払法人税等 134,947 134,947 ―

⑤未払消費税等 91,752 91,752 ―

⑥長期借入金
　(１年内返済予定の長期借入金を含む)

1,319,584 1,308,120 △11,463

負債計 2,497,228 2,485,765 △11,463

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

①現金及び預金、②売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

③投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格等によっております。

負 債

①買掛金、②短期借入金、③未払金、④未払法人税等、⑤未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

⑥長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

宝印刷株式会社 2018年11月22日 17時56分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 29 ―

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 29,875

差入保証金 269,949

市場性がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしてお

りません。

６．１株当たり情報

(1) １株当たり純資産額 986円62銭
　

(2) １株当たり当期純利益 106円37銭

７．重要な後発事象に関する注記

　(株式取得による会社等の買収）

当社は、平成30年11月９日開催の取締役会において、株式会社インフォームの株式を取得することを決

議し、同日付で株式会社インフォームの株主との間で株式譲渡契約を締結いたしました。

① 被取得企業の名称

株式会社インフォーム

② 事業の内容

コンピュータシステムの構築及び保守等の支援、コンサルティングサービス

③ 株式取得を行う理由

株式会社インフォームは生保損保業務に特化し、業務モデルやシステム・デザインのノウハウを基

に生保損保企業のコンピュータシステムについて、要件の整理や定義から製造までの一連のシステム

開発を行なっております。また、システム環境の整備および運用・保守の支援も行なっております。

　当社は、平成30年４月10日付で株式会社インフォームの普通株式48株（議決権所有割合19.9％）を

取得いたしましたが、それぞれの顧客基盤やこれまでに培った技術力・開発力など経営のリソースを

融合し、既存事業拡大における協業を通じ、両社の企業価値のさらなる向上が見込めることから、株

式会社インフォームの株式を100％取得し、子会社化することといたしました。

④ 株式取得日

平成30年12月下旬(予定）

⑤ 取得株式数、取得価額及び持分比率

取得株式数 193株

取得価額 158,202千円

取得前持分比率 19.9％

取得後持分比率 100.0％
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⑥ 主要な取得関連費用の内容及び金額

取得関連費用は発生しておりません。

⑦ 発生するのれんの金額及び発生原因、企業結合日に受け入れる資産及び負債の額

現時点では確定していません。
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書

平成30年11月19日

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
　取締役会 御中

仰星監査法人

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 德丸 公義 ㊞

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 許 仁九 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社キャピタル・アセット・プランニングの平成29年10月１
日から平成30年９月30日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第30期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議した結果、監査役全員の一致した意見として本監査報

告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び各事業所において業務及び財

産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及

び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従

って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年11月20日

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役会

常勤監査役
(社外監査役)

森 本 千 晶 ㊞

監 査 役 鵜 川 正 樹 ㊞

社外監査役 川 上 章 夫 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして以

下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金19円といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は、54,216,652円となります。

なお、中間配当金として１株につき11円をお支払いしておりますので、当期の年間配当

金は１株につき金30円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年12月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役２名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役洪竣氏が辞任いたします。つきましては、経営の透明性の確
保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、取締役２名
の選任をお願いするものであります。
　なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満
了する時までとなります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

１
あんどう しげお

安藤 恵郎
（昭和53年６月20日）

平成18年11月 当社入社

800株

平成29年５月 当社システム開発第４部部長
平成29年10月 当社システム開発第３部部長（現任）
平成30年10月 当社システムソリューション事業本部

副本部長（現任）

［取締役候補者とした理由］
　安藤恵郎氏は、システムソリューション事業本部の
副本部長、部長として強いリーダーシップを発揮して
業績を向上させると共に、ＩＴ及び生命保険業務に関
して豊富な知識を有しており、経営者としてその幅広
い職務経験や知見を発揮することが期待できるためで
あります。

２
さかもと ただひろ

坂本 忠弘
（昭和41年８月16日）

平成２年４月 大蔵省入省、外務省出向、証券取引等
監視委員会、財務省主計局、金融庁監
督局

―株

平成18年７月 財務省退官
平成19年10月 地域共創ネットワーク株式会社設立

代表取締役（現任）
平成20年８月 コモンズ投信株式会社取締役
平成27年12月 ＰＣＩホールディングス株式会社

取締役(現任)
平成28年６月 京都信用金庫非常勤理事(現任)

（重要な兼職の状況）
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役
ＰＣＩホールディングス株式会社 社外取締役
京都信用金庫 非常勤理事

［社外取締役候補者とした理由］
　坂本忠弘氏は、金融庁監督局等で培った金融行政に
関する幅広い見識と豊富な経験を有すると共に、株式
会社の代表取締役や他社の社外取締役も務められてお
り、当社の経営に対する監督や助言ひいてはコーポレ
ート・ガバナンスの強化が期待できるためであります。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 ２．取締役候補者安藤恵郎氏の有する当社の株式数は、平成30年９月30日現在のものであります。

３．坂本忠弘氏は社外取締役候補者であります。同氏が原案通り選任された場合、株式会社東京証券取
引所が規定する独立役員となる予定であります。

４．当社は社外取締役が期待される役割を充分発揮できるよう、社外取締役との間で会社法第427条第１
項の規定により、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定め
ております。契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１
項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務遂行について善意
でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

　

第３号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を辞任される洪竣氏に対し、在任中の会社発展の功労に報いる

ため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じま

す。

なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

こう しゅん

洪 竣

平成18年12月 当社取締役就任
平成27年12月 当社常務取締役就任
平成29年12月 当社専務取締役就任 現在に至る
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　第４号議案 ストックオプション(新株予約権)を発行する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、以下の理由等により当社の取締役

（社外取締役除く。）および従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するこ

と、および新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願い

するものであります。

なお、当社の取締役の報酬額は、平成28年12月21日開催の当社第28回定時株主総会において、

報酬額を年額５億円以内（うち、社外取締役分は年額４千万円以内。使用人分給与は含まない。）

とご承認いただいておりますが、当該報酬枠の範囲内にて、取締役（社外取締役除く。）に対し

報酬等として新株予約権を割当ていたします。割当てを受ける予定の取締役は５名（社外取締役

除く。）でありますが、本株主総会における第２号議案が原案どおり可決されますと５名となり

ます。

　記

　

１．有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行することが必要な理由
当社の取締役（社外取締役除く。）及び従業員の業績向上に対する意欲、士気を一層高め、

更なる企業価値の向上を図ること。

２．新株予約権の上限
30個を上限とする。
このうち、当社取締役（社外取締役除く。）に付与する新株予約権は10個、当社従業員に

対しては20個を本株主総会の開催日から１年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
なお、上記上限の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当て
る新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予
約権の総数とする。

　

３．新株予約権を行使することができる期間

割当決議日後２年を経過した日から当該決議日後10年を経過する日までとする。

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的

である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合

を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端
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数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償

割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。た

だし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認

されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終

結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株

式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完

全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社

は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要

な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」

という。）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ

とができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使によ

り交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付

与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。ただし、当該金額が

新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（取引が成立

しない場合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とす

る。

ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲの各事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額

に新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額

は、１円未満の端数を切り上げる。
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ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

1

分割･併合の比率

ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分（株式の無償割当てによる株

式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）

の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）を行

う場合

　

既発行株式数＋
新規発行株式数×1株当たり払込金額

募集株式発行前の株価

調整後行使価額＝調整前行使価額×
　

既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発

行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を

自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 また、算式中の募集株式発行前

の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格があ

る場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

ⅲ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分

割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準

じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金に関する事

項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
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(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。

７．新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

８．新株予約権の取得条項

(1) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が

別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認

を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を

取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(2) 新株予約権者が、下記11．(1)に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約

権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新

株予約権を無償にて取得することができる。

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関

する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（そ

れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社

が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をす

る場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新

設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割

につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転

につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権

（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
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き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会

社」という。）の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記４．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

ⅰ 交付される１個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後

払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の

株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅱ 再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記５．で定められる行使

価額を調整して得られる額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記３．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記３．に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

に関する事項上記６．に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認

を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記８．に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11．に準じて決定する。
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10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合

には、これを切り捨てるものとする。

11．その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役および

従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

12．新株予約権の払込金額

新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないものとする。

　

以 上
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株主総会会場ご案内図
　

会 場：大阪府大阪市北区堂島１丁目５番25号
　 ホテル エルセラーン大阪 ５階 エルセラーンホール

　
＜ご案内＞

本年より、株主総会ご出席の株主様へのお土産を取りやめさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　

　

●ＪＲ東西線「北新地駅」（西改札口）から徒歩５分
●ＪＲ「大阪駅」（桜橋口）から徒歩10分
●大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」（出口８）から徒歩５分
●大阪メトロ谷町線 「東梅田駅」（出口３）から徒歩８分
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